
   藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  市長は、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、家庭や地域内で子

育ての知恵や経験を共有する場のない保護者を対象に、子育てしやすい環境づく

りを推進するため、妊娠や出産、育児不安の解消につながる事業等を行う者に対

し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、藤

枝市補助金等交付規則（平成 17 年藤枝市規則第２号）及びこの要綱に定めるとこ

ろによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、妊娠や出産、育児不安の解消につながる事業等とは、

次に掲げる事業をいう。  

⑴  妊娠期から出産を経て子育て期にわたる様々な不安の解消につながるセミナ

ーや各種講座、イベント等の実施事業  

 ⑵  地域子育て支援センター等の子育て支援施設との連携により、施設の認知度

や魅力向上につながる事業  

 ⑶  男性の育児参画の促進につながる事業  

 ⑷  本市の子育てしやすい環境づくりに幅広く取り組む事業で、子育てするなら

藤枝の推進に寄与すると認める事業  

（補助対象事業）  

第３条  補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。  

⑴  前条各号に掲げるいずれかの事業であること。  

⑵  政治活動、宗教活動、特定の公職者（候補者含む。）若しくは政党を推薦し、

支持し、若しくは反対する活動又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある活

動を目的としない事業であること。  

⑶  補助事業に関し、国、県又は市などの他の制度に基づく補助金の交付を受け

て実施する事業でないこと。  

（補助の対象）  

第４条  補助の対象は、出産や育児不安の解消につながる事業等に要する経費のう

ち、印刷製本費、広報費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、備品費、光熱水費、

委託費、謝金、交通費、会場使用料、借料・損料及びその他市長が認める経費と

する。  



 （補助額）  

第５条  補助額は、補助の対象経費の２分の１以内で５０万円を限度とする。  

 （交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（第１号様式）

に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。  

⑴   事業計画書（第２号様式）  

⑵   収支予算書（第３号様式）  

⑶   資金状況調べ（第４号様式。概算払の承認申請をする場合に限る。）  

⑷   前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  概算払の承認を得ようとする場合には、交付申請の際併せて申請しなければな

らない。  

 （交付決定）  

第７条  市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の

交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第５号様式）により通知する。  

 （交付の条件）  

第８条  交付の決定に際しては、次に掲げる事項を条件とする。  

⑴  補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得な

ければならないこと。ただし、交付決定額の 20 パーセント以内の軽微な変更

についてはこの限りではない。  

⑵  事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得

なければならないこと。  

⑶  補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならな

いこと。  

⑷  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、１件当たりの取得

価格が 10 万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数等に相

当する期間（同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間）内に

おいて、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。  

⑸  市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。  



 

⑹  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

を図らなければならないこと。  

⑺  補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれ

らの帳簿及び書類を補助金の確定の日の属する年度の終了後５年間保管しなけ

ればならないこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単

価 10 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処

分が完了する日、又は静岡県補助金等交付規則第 20 条の規定により、知事が

別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければなら

ない。  

 （変更承認）  

第９条  補助事業者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、次に掲げる

書類を添えて変更承認申請書（第６号様式）を、市長に提出しなければならない。  

⑴   変更事業計画書（第２号様式）  

⑵   変更収支予算書（第３号様式）  

⑶   変更資金状況調べ（第４号様式。概算払の変更承認を得ようとする場合に限

る。）  

⑷   その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、補助事業の変更承認申請があった場合は、内容を審査し、変更の承認

をするときは、変更承認書（第７号様式）により通知するものとする。  

 （実績報告）  

第１０条  補助事業者は、補助事業の完了をしたときは、補助事業を完了した日か

ら起算して１０日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書（第８号様式）に次に掲

げる書類を添えて市長に報告しなければならない。  

⑴   事業実績報告書（第２号様式）  

⑵   収支決算書（第３号様式）  

⑶   補助対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し  

⑷   実施状況写真  

⑸   その他市長が必要と認める書類  

 （補助金額の確定）  



第１１条  市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告書に係る補助事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、補助金

交付確定通知書（第９号様式）により通知するものとする。  

 （請求）  

第１２条  補助事業者は、前条の通知を受領した日から起算して１４日を経過した

日までに請求書（第１０号様式）を提出しなければならない。  

２  市長が、概算払の承認をした場合には、概算払請求書（第１０号様式）により

補助金の交付を請求することができる。  

（消費税仕入控除税額等に係る取扱い）  

第１３条  補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法

律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額（以

下「消費税仕入控除税額」という。）がある場合の取扱いは、次のとおりとする。 

⑴  交付の申請における消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た

額との合計額に補助額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）がある場合には、これを補助額から減額して交付の申請をすること。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない

場合は、この限りではない。  

⑵  実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が

明らかになった場合には、その金額（前号により減額したものについては、その

金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金額から減額して報告すること。  

⑶  実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前２号のいず

れかにより減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）

を消費税仕入控除税額等報告書（第１１号様式）により速やかに市長に報告する

とともに、市長からの返還命令があった場合は、それに従うものとする。  

 

 （報告等）  

第１４条  市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行

状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。  

 （その他）   



第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

   附  則  

 この告示は、公示の日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。  

   附  則  

 この告示は、公示の日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。  



第１号様式（第６条関係）  

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金交付申請書  

            

       年   月   日  

藤枝市長          宛  

所 在 地 

名 称 

代表者名 

 

年度において藤枝市子育てするなら藤枝推進事業を実施したいので、補

助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。  

なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。  

 

１  交付申請  

 事業名  

 金額                 円  

 

２  概算払の承認申請  

 時期  

 金額                 円  

 理由  

 

３  添付書類  

⑴  事業計画書（第２号様式）    ⑵  収支予算書（第３号様式）  

⑶  資金状況調べ（概算払の場合）（第４号様式）  

⑷  その他市長が必要と認める書類  

 

 

 

※概算払がない場合は、当該項目を見え消しすること。  



第２号様式（第６条、第９条、第１０条関係）  

 

事業計画書（変更事業計画書、事業実績報告書）  

 

１  補助事業の名称  

 

２  補助事業の実施主体  

 

３  補助対象事業の内容  

 事業内容  

 

 

 

 

 

 

 実施時期  

 

 備考  

 

４  事業の必要性及び効果  

 

 

 

 

５  事業実施体制  

 

６  事業の検証方法  

 

 

※事業計画、変更事業計画、事業実績報告の別を見え消しすること。  

 



第３号様式（第６条、第９条、第１０条関係）  

 

収  支  予  算  書 (変更収支予算書、収支決算書 )  

 

収入の部  

費    目  
予算額  

(決算額 )  
備     考  

   

   

   

   

   

計    

 

支出の部  

費    目  
予算額  

(決算額 )  
備     考  

   

   

   

   

   

計    

※変更収支予算書の場合は、変更前を（  ）で記載すること。  



第４号様式（第６条、第９条関係）  

 

資金状況調べ（変更資金状況調べ）  

（単位：千円）  

区分  

月  

収  入  支  出  
差引残高 備考  

   計    計  

４月           

５月           

６月           

７月           

８月           

９月           

10 月           

11 月           

12 月           

１月           

２月           

３月           

計           

 

 

  

 

※資金状況調べ、変更資金状況調べの別を見え消しすること。  

  



第５号様式（第７条関係）  

   第    号 

年   月   日  

 

               様  

藤枝市長         印  

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金交付決定通知書  

 

 

     年   月   日付け申請のあった   年度藤枝市子育てするなら藤枝推

進事業費補助金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。  

 

 

１  補助金交付決定額                 円  

 

２  概算払の承認  

 時  期  

 

 金  額                     円  

 

３  条件  

藤枝市補助金等交付規則及び藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金

交付要綱を遵守すること。  

 



第６号様式（第９条関係）  

年   月   日  

藤枝市長           宛  

所 在 地 

名 称 

代表者名 

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業計画変更承認申請書  

 

     年   月   日付け   第    号により補助金の交付決定を受けた藤

枝市子育てするなら藤枝推進事業の計画を次のとおり変更したいので、承認される

よう関係書類を添えて申請します。  

 

１  計画変更の理由  

 

２  変更の内容  

 

３  補助金額の変更  

 変更後                円  

 変更前                円  

 差引額                円  

 

４  概算払の変更承認申請  

 時  期  

 金  額                円  

 理  由  

 

５  添付書類  

 変更事業計画書（第２号様式）  

  変更収支予算書（第３号様式）  

  変更資金状況調べ（概算払の場合）（第４号様式）  

 その他市長が必要と認める書類  



第７号様式（第９条関係）  

第      号  

年   月   日  

          様  

藤枝市長         印  

 

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業計画変更承認書  

 

     年   月   日付け申請のあった     年度藤枝市子育てするなら藤

枝推進事業計画変更については、次のとおり承認したので通知します。  

 

１  承認の内容  

 

 

 

２  補助金額の変更承認  

変更前                円  

変更後                円  

差引額                円  

 

 

３  概算払の変更承認  

時  期  

金  額                円  

理  由  

 

 



第８号様式（第１０条関係）  

年   月   日  

 

藤枝市長        宛  

所 在 地 

名 称 

代表者名 

 

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業実績報告書  

 

    年   月   日付け   第   号により補助金の交付決定を受けた  

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

  １  添付書類  

 事業実績報告書（第２号様式）  

 収支決算書（第３号様式）  

 補助対象経費に係る確認書類（領収書等の写し）  

 実施状況写真  

 その他  

 



第９号様式（第１１条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

          様  

藤枝市長           印  

 

 

藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金交付確定通知書  

 

 

     年   月   日付け   第   号により決定した     年度藤枝市子

育てするなら藤枝推進事業費補助金について、次のとおり確定します。  

 

 

１  補助金交付決定額           円  

 

 

２  交付確定額              円  

 



第１０号様式（第１２条関係）  

 

 

請求書（概算払請求書）  

 

 

金           円  

 

 

 

 ただし、   年   月   日付け   第    号により補助金の交付の確定・決

定を受けた藤枝市子育てするなら藤枝推進事業費補助金として、上記のとおり請求

します。  

 

 

 

年   月   日  

 

藤枝市長         宛  

所 在 地 

名 称 

代表者名          ㊞  

 

 

振込先  

金融機関名（         ）支店名（         ）  

口座種別  

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

※請求書、概算払請求書の別を見え消しすること。  



第１１号様式 (第１３条関係 ) 

 

消費税仕入控除税額報告書  

 

                                                            年   月   日  

 

  藤枝市長         宛  

 

 

                                          所在地  

名称  

代表者名  

 

 

    年   月   日付け   第   号により補助金の交付の決定を受けた藤枝市

子育てするなら藤枝推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したので、

次のとおり報告します。  

 

１   補助金額の確定額  

（    年   月   日付け   第       号による額の確定通知額）  

                                          金                   円  

 

２   補助金の交付の申請時及び実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等  

                          金                   円  

 

３   消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等    

金                   円  

 

４   補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額）    

金                   円  

 

（注）   参考となる資料を添付してください。  


